
 町内に住所を有している 3歳未満のお子さんが対象です。 

お子さんと同居しているお父さんやお母さんに給付します。 

お子さんがお父さんやお母さんと別居している場合は、お子さんと 

同居している保護者の方に給付します。 

いずれも、町内に住所を有している方に限ります。 

お子さん 1人につき月 3,000円です。 

1年度分（その年度の 3月分まで）をまとめて給付します。 

【対象児童】 

【給付対象者】 

【給付額】 

年度途中で 3歳の誕生日を迎えるのですが、いくらもらえますか？ 

毎年、申請が必要ですか？ 

誕生月までの月数分を給付いたします。 

（例）6月で3歳になる方……3,000円×3か月（4～6月）＝9,000円 

一度申請いただきますと、翌年度以降は継続して年度当初（4月頃）に 

給付いたします。 

振込先や住所などを変更する場合は、担当までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

山辺町では、おむつやミルク等の購入による経済的負担を減らすことを目的に、子育て応援金として 

月 3,000円の「やまのべパパママエール」を給付します。 

 

 

 

山辺町 子育て応援金 

「やまのべパパママエール」のご案内 

【問合せ】山辺町 保健福祉課 

子育て応援金（やまのべパパママエール）担当 

TEL 023-667-1107 


